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北
魏
の
大
人
官

に

就
い
て

　

（
下
）

　
　
　
　
　

ｊ

　
　
　
　
　

三

　

天
託
ハ
元
年
い
八
部
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　
　

ぐ

　

以
上
に
よ
っ
て
太
川
が
琵
閥
七
年
に
新
し
く
Ｉ
・
ぺ
け
た
外
朝
大

人
回
制
は
ヽ
主
に
同
午
囲
づ
‥
し
力
部
族
が
敞
政
策
を
・
巡
行
す
る
／

稿
に
赳
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
り
所
期
の
目
的
は
大
皿
ハ
元
年

山

崎

宏

明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
　

【
入
閣
元
年
】
に
ド
二
月
、
置
八
部
大
夫
、
散
騎
常
侍
〃
待

　
　

品
Ｉ
賞
。
。
北
八
八
部
大
夫
、
於
皇
城
四
方
川
維
面
、
置
一

　
　

人
、
以
擬
八
宗
、
訓
之
八
固
」

　

こ
の
八
部
大
夫
は
油
行
４
　
「
油
蝉
」
竺
・
恟
Ｉ
や
「
北
次
・
Ｌ

新
し
く
魏
國
と
し
て
中
原
０
　
閥
０
削
制
を
整
へ
た
頃
に
略
々
完

　
　

二
丁
戸
戸
に
八
部
大
人
と
か
i
＜
S
'
ｖ
Ｐ
０
が
あ
ス
リ
、
「
口
治
通
鑑
」

　
　

以

企
に
果
し
た
９
で
、
従
来
ツ

る
東
部
・
中
部
等
の
石
人
人
制
と
共
に
、
外
州
大
人
が
漸
次
数

　
　

大
夫
主
之
」
と
あ
る
本
文
０
胡
註
に
も
「
恐
常
作
八
部
大
人
」

せ
ら
れ
。
る
に
至
っ
た
こ
と
が
大
０
　
旭
恢
せ
ら
れ
る
。
併
し
北
魏

　
　

と
見
え
る
昌
だ
ど
か
ら
、
八
部
大
人
と
改
七
べ
き
も
の
０
如
く

の
如
き
部
族
的
胡
族
同
家
が
、
０
　
に
支
那
風
の
新
政
治
削
制
に

　
　

・
に
も
考
へ
ら
れ
る
。
併
し
こ
れ
は
前
記
「
資
治
通
鑑
」
０
本
文

一
泌
す
る
こ
と
は
川
難
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
罰
顛
制
０
残
滓
が

　
　

に
も
明
ら
か
に
八
部
大
夫
と
あ
り
、
崔
玄
仙
即
ち
崔
宏
の
傅
巻

清
算
さ
れ
ず
、
ま
た
一
時
過
波
的
施
設
が
ら
要
と
さ
畑
る
で
あ

ら
う
ど
と
は
推
察
に
難
く
な
い
。
果
し
て
太
祖
は
大
典
元
年
Ｏ

末
に
、
萄
大
人
制
の
腿
形
と
も
見
る
べ
き
八
部
大
夫
を
お
き
、

更
に
八
國
制
を
定
め
た
こ
と
が
、
次
０
官
氏
志
の
文
に
に
よ
つ
て

及
砥
八
部
大
夫
、
以
擬
八
座
。
玄
仙
通
屠
王
十
岩
茸

　
　

に
即
令
僕
統
事
。
深
貨
太
組
所
任
、
勢
傾
朝
廷
」
・

と
記
し
て
弗
ろ
に
よ
れ
ぱ
、
邨
卒
に
改
む
べ
き
も
０
で
は
な

　　

ﾐ=-

　　

凹

１

　

に

と

　

も

X

　

゛

i

　

恍

I!

　

と

こ

　

閥

乏

　

辿

｀

　

改

人

　

定

ｔ

　

後

１

　

に



JO

い
。
こ
れ
天
興
元
年
十
二
月
設
置
０
八
部
大
夫
の
記
事
に
相
違

肛
く
更
に
翌
二
年
三
月
の
こ
と
と
し
て
官
氏
志
に

　

／

　
　

「
分
恟
書
三
十
六
百
及
諸
外
署
、
凡
置
三
百
六
十
曹
、
令

　
　

大
夫
主
之
・
大
夫
各
有
島
官
」
云
々

　

”

と
あ
り
、
倚
書
三
十
六
曹
を
三
百
六
十
肖
に
培
し
た
が
、
八
部

大
夫
が
こ
れ
を
主
ど
る
こ
と
に
は
豺
こ
７
た
か
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
　
０

　

然
ら
ば
こ
０
八
部
大
夫
と
開
聯
す
ろ
八
隅
と
は
如
何
た
る
も

の
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
食
貨
志
を
坏
る
に
、
大
川
が

中
山
平
定
後
。
十
萬
賢
家
を
徒
し
て
京
師
を
充
し
’
、
耕
牛
を
給

七
で
峠
口
授
田
し
た
こ
と
を
述
べ
た
接
に

　
　
　

「
天
興
初
、
制
定
京
也
、
東
至
代
那
、
四
及
善
心
宍
南
極

　
　

陰
鎧
い
北
寂
參
介
、
１
　
畿
内
之
川
。
共
外
四
方
圓
‥
維
、
置

　
　

八
部
帥
、
以
監
之
。
勧
課
１
　
辨
い
量
校
牧
入
、
以
恪
殴

’
最
。
叉
躬
辨
緋
田
、
率
先
百
姓
」
一
ぶ
々

と
あ
る
を
１
　
考
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
要
す
る
に
今

　
　
　
　
　

ﾉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

-
ｅ

日
０
大
同
を
中
心
と
す
る
所
謂
晋
北
０
中
心
部
を
畿
内
と
し
、

’
ざ
０
外
部
四
方
四
維
に
八
部
師
を
お
い
て
こ
れ
を
監
し
た
と
い

ふ
０
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
典
初
の
こ
と
で
、
正
し
く
前
掲
官

氏
志
の
衆
縁
０
四
方
四
維
に
八
部
大
夫
を
一
人
宛
お
い
た
八
國

制
と
年
代
に
於
い
て
も
相
応
す
る
制
度
の
や
う
マ
恚
る
。
併
し

八
部
大
夫
が
伺
書
令
・
僕
射
・
諸
竹
伺
書
を
綜
梢
す
る
八
座
に

　

’
゛

擬
さ
れ
た
と
い
ふ
０
に
對
し
、
八
部
師
は
勤
課
耕
爰
、
躬
ら
籍

田
を
耕
す
る
等
０
地
方
農
政
だ
ど
の
賢
務
指
導
者
で
あ
っ
た
こ

と
を
考
へ
る
と
三
爾
者
０
職
掌
に
談
り
相
違
が
あ
る
の
で
、
こ

れ
を
同
一
祠
す
る
こ
と
は
出
来
た
い
・
な
ほ
こ
れ
に
開
聯
し
て

官
氏
志
０
天
賜
元
年
（
四
〇
巴
十
一
月
の
條
に
、
次
の
如
き
交

が
あ
る
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゝ

　
　

「
以
八
閥
蛇
式
難
分
故
、
囚
立
大
師
小
田
、
令
辨
庇
八
余

　
　

雷
、
品
才
人
才
、
白
八
囚
以
外
郡
、
１
　
自
立
師
、
職
分
如

　
　

一

　
　

八
固
、
比
今
之
中
正
誰
。
宗
室
立
宗
師
、
亦
如
洲
那
八
囚

　
　

パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４

　
　

之
快
。
」

　

向
田
吟
風
氏
は
、
ぼ
に
こ
れ
等
Ｏ
文
献
に
注
目
せ
ら
れ
、
彼

等
（
北
人
諧
部
）
は
「
特
に
京
城
川
田
八
匹
に
配
世
せ
ら
札
辻

仕
の
土
に
於
て
他
‐
の
普
通
郡
民
と
異
る
待
遇
を
受
け
八
部
人
夫

（
食
貨
志
に
は
八

　

の
統
損
八
帆
ガ
に
対
す
る
部
大
夫
と
郡
太
七
々

一
部
帥
と
あ
り

　

）

　
　

。
。
。
ス
守
と
の
職
務
の
関
係
は
詳
細
不
明
）

　
　

。
？

け
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
≒
と
述
べ
、
八
部
大
夫
と
八
部

　
　

‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧

　
　
　
　
　
　

‘
゛
’

帥
を
全
く
一
同

　
１
さ
乱
て
戻
ら
れ
る
。
然
し
拙
考
と
し
て
け
上

述
の
如
く
両
者
の
職
掌
が
相
違
し
て
ゐ
る
０
で
、
同
脱
出
未

申
、
或
信
文
字
通
り
八
部
大
夫
戸
呈
城
０
外
０
四
方
四
維
に
お



μ

か
れ
た
の
に
對
し
、
八
部
帥
は
混
内
の
外
の
・
㈲
方
皿
維
に
お
か

れ
か
も
ｏ
と
解
し
、
八
部
大
人
は
沢
内
、
八
部
帥
は
畿
外
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

か
れ
た
と
推
定
す
る
こ
と
も
出
来
る
や
う
に
見
は
れ
ろ
。
或
は

食
貨
志
の
八
邦
帥
は
、
宣
氏
立
台
天
ス
ペ
ル
乍
白
八
川
・
八
部
大

夫
制
設
置
と
ノ
大
賜
元
年
の
大
師
・
小
師
制
設
定
と
今
記
し
、

そ
の
吋
に
師
を
帥
と
疋
記
せ
ろ
も
の
か
と
も
べ
０
　
得
ろ
が
、
明

ら
か
で
た
い
。
但
１
　
　
食
貨
志
に
八
郎
帥
が
０
　
　
旱
半
白
い
成
績
に

よ
り
殿
最
を
決
す
る
と
い
ニ
が
如
書
は
、
一
祉
ｏ
巾
正
的
犬

叫
・
小
師
の
職
能
を
示
す
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
次
に
内
川
氏

は
八
部
大
夫
と
那
太
守
と
の
職
Ｉ
則
係
に
っ
い
て
ぐ
問
を
宥
た

れ
て
ゐ
ろ
が
、
八
㈹
ば
ら
す
し
も
地
万
行
政
匪
に
は
非
ず
、
罰

部
民
は
原
則
と
し
て
は
何
れ
も
那
代
洞
峻
ｏ
巾
に
細
入
せ
ら
れ

て
ゐ
た
筈
で
、
そ
の
一
般
尺
政
は
営
然
耶
太
守
の
支
配
下
に
あ

ろ
ｏ
が
常
然
と
七
へ
ら
れ
ろ
。
次
に
八
部
大
夫
を
各
個
に
如
何

た
る
名
将
を
以
っ
で
呼
ん
だ
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
「
療
治

通
鑑
」
一
一
七
。
呉
寧
十
一
乍
九
月
の
「
友
部
句
Ｉ
‥
代
人
…
川
幾
」
ｏ

條
の
胡
註
に
、
胡
三
省
は
自
炭
に
従
っ
で
八
部
大
夫
を
八
部
大

入
と
柵
し
て
け
ツ
ハ
‥
一
乙
が
、
「
魏
初
四
方
四
維
、
置
一
八
部
大
八
、

分
・
東
西
京
北
前
後
穴
右
・
。
後
叉
置
入
部
伺
書
・
」
と
い
ひ
、
八

部
各
佃
に
名
稀
ｏ
あ
っ
た
こ
と
を
倣
べ
て
ゐ
る
の
は
參
考
と
す

べ
き
で
あ
ら
う
。

　

何
れ
に
し
て
も
今
口
、
考
岸
丁
べ
き
八
部
¶
夫
の
ぶ
心
常
な
頁

料
が
少
い
の
で
、
だ
け
疑
問
も
多
い
が
、
前
出
の
教
玄
伯
と
同

じ
く
浙
河
の
人
で
、
萌
容
叫
家
よ
り
貌
に
婦
順
し
か
催
逞
は
、

そ
の
何
全
言
に
玄
伯
と
同
様
狗
六
二
十
六
百
を
録
し
か
と
あ

　
　
　

④

　
　
　
　
　
　
　
　

゛

　
　
　
　
　

ゝ

る
の
で
、
八
部
大
夫
と
閤
係
が
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
こ
の
外

に
大
冊
ハ
中
の
東
部
大
夫
服
朴
、
坦
川
州
の
市
部
大
未
司
壮
十
、
…
孤

だ
と
か
あ
る
が
、
こ
れ
等
０
も
の
も
八
部
大
夫
の
一
々
Ｄ
呼
拐

が
判
然
確
定
さ
れ
ぬ
阻
Ｔ
り
、
確
か
た
例
と
は
い
は
れ
す
、
禿
か
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑤

に
頗
ろ
疑
は
し
い
も
の
・
も
あ
る
０
で
あ
ろ
。
併
し
こ
れ
を
喧
か

に
八
祁
大
夫
と
す
れ
ば
、
剔
玄
伯
以
工
川
れ
も
後
読
五
容
氏
か

ら
投
昨
し
た
涜
族
の
文
回
系
統
の
も
の
・
で
あ
る
こ
と
に
注
八
せ

ら
れ
ろ
。
従
っ
て
彼
等
は
格
別
俳
制
気
部
民
の
意
志
を
代
説
す

る
も
の
と
は
思
は
れ
た
い
。
こ
れ
を
部
族
解
散
過
程
に
新
設
せ

ら
れ
た
外
刺
大
人
０
多
く
が
朗
族
系
で
あ
っ
た
０
『
に
比
す
れ

ば
、
人
的
闘
係
に
於
い
て
到
底
そ
の
系
統
を
引
く
も
の
と
は
い

は
れ
た
い
。
斯
く
て
更
に
想
陳
す
れ
ば
、
胡
人
で
あ
る
外
朝
大

人
が
太
祖
の
部
族
解
散
政
策
を
奉
じ
て
、
夫
々
０
部
人
に
反
感

不
満
な
き
や
う
に
説
得
し
、
所
期
の
目
的
を
果
し
た
後
に
、
新

し
く
太
組
が
慕
容
同
家
系
統
の
支
那
式
政
治
學
に
通
せ
る
崔
玄

脂



59

伯
一
派
を
八
部
大
夫
に
任
じ
、
八
岡
を
夫
々
分
拾
し
て
、
そ
Ｏ

奮
胡
族
部
人
に
北
魏
の
新
政
治
何
制
を
庶
明
徹
底
せ
し
め
、
且

つ
宰
臣
と
し
て
新
政
策
の
企
劃
指
戸
に
常
っ
た
も
０
で
は
な
い

か
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

斯
く
八
部
大
夫
を
見
る
時
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
鶴
部
族
の
意

志
を
尊
重
し
、
八
固
の
行
政
な
ど
を
直
接
取
扱
っ
た
も
の
・
で
ぼ

。
た
く
、
ｊ
従
っ
で
前
述
の
如
く
八
部
帥
な
ど
と
は
同
一
に
考
へ
ら

れ
な
い
０
で
あ
る
。
こ
の
昌
「
圈
代
職
官
表
」
四
四
・
八
脚
部
統

に
著
者
の
所
見
を
０
べ
て

　
　
　
　
　
　

ヽ

　
　
　

「
北
魏
之
八
部
大
人
、
遼
之
諸
部
族
節
度
使
、
金
之
明
安

穆
昆
、
亦
揃
有
夫
輪
椎
輪
之
意
」
四
べ
皿

と
い
ぴ
、
叉
更
に

　
　

「
…
…
尋
叉
改
篤
八
部
、
謂
之
八
囚
、
亦
設
大
人
以
引
之
。

　
　

其
制
頗
排
今
八
旗
相
近
。
其
各
部
大
人
、
即
如
今
之
部
統
。

　
　

而
八
國
各
置
大
師
小
師
、
即
今
之
參
領
佐
祠
号
二
々

と
論
じ
、
八
部
大
人
（
大
夫
の
跳
）
が
、
毀
代
の
大
部
放
王
の

下
に
お
か
れ
た
部
族
節
度
使
や
、
全
り
猛
安
・
謨
克
友
ど
と
類

似
し
、
更
に
清
朝
の
八
加
都
統
の
如
し
と
い
つ
て
ゐ
ろ
の
も
、

詳
論
す
る
ま
で
必
無
く
速
断
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
た
い
・

　

要
す
旨
に
私
見
と
’
し
て
は
、
八
部
大
夫
は
中
央
新
政
治
棋
戦

　

に
參
剖
す
る
宰
相
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
そ
れ
と
八
國
制
と

　

の
開
係
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｉ
八
同
制
そ
ｏ
も
ｏ
に
多
く
問
題
が

　

残
芯
れ
て
ゐ
る
が
、
－
－
ふ
何
に
夫
昔

、
そ
の
地
方
行
政
・
軍
事
等
を
樅
常
し
て
ゐ
た
等
と
は
考
へ
ら
れ

　

す
、
た
だ
既
述
の
如
べ
夫
々
八
閥
の
】
を
受
け
も
っ
て
新
制
度

　

ｏ
運
川
に
つ
い
て
指
導
し
、
徹
底
を
計
っ
た
程
度
の
も
ｏ
と
珍

　

定
さ
れ
ざ
の
で
あ
る
。
’
と
の
諭
「
通
典
」
二
二
が
天
興
元
年
に

　

お
い
た
八
部
大
夫
を
、
伺
書
省
ｏ
條
に
於
い
て
取
扱
っ
て
ゐ
る

　

ｏ
は
常
然
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
斯
る
北
族
を
殆
ん
ど
無

　

膜
し
た
八
部
大
夫
が
、
果
し
て
圓
所
犯
行
は
れ
た
か
ど
う
か
疑

ｙ
ぼ
し
く
、
０
　
つ
彼
等
が
開
知
し
か
向
書
制
度
そ
０
も
の
が
始
経

　

慧
動
し
、
途
に
太
川
の
末
期
天
賜
二
年
（
四
○
五
）
二
月
に
内
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

　

三
十
六
曹
を
罷
め
る
に
至
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
０
制
度
は
自
‥
然

　

無
力
化
さ
れ
た
篤
に
、
太
０
　
朝
で
も
そ
れ
に
菅
際
就
任
ｔ
だ
記

　

録
は
殆
ん
ど
た
く
、
世
祖
朝
に
若
干
そ
ら
残
滓
を
留
め
ろ
の
み

　

で
、
以
後
は
全
く
姿
を
消
し
た
も
の
と
贈
へ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
。

　
　

の

　

代
都
は
後
愚
で
は
陽
高
賑
西
北
、
蒸
柚
城
は
代
廳
ゆ
西
北
十
十

　
　
　

里
、
陰
價
は
代
庖
の
北
四
十
里
、
琴
介
は
陽
高
燥
の
東
北
と
な
っ

　
　
　

て
ゐ
る
の
で
、
畿
内
は
こ
い
で
は
大
に
い
ま
の
晋
北
桑
乾
河
上
流

　
　
　

盆
地
を
指
す
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

ゝ

　
　

⑦

　

内
口
吟
風
氏
・
「
北
朝
政
局
に
於
け
る
鮮
卑
及
旨
北
族
系
員
放

-卸一 一



佃

　

の
地
位
」
（
「
東
洋
脱
研
究
」
一
ノ
三
）

＠

　

こ
れ
に
就
い
て
［
通
刎
］
宋
紀
景
十
元
年
の
胡
註
に
四
部
大
人

　

の
司
法
官
的
性
桁
を
辿
々
、
後
に
八
郎
人
人
が
あ
緊
「
分
布
八
郎

　

于
畿
内
」
と
い
っ
て
ゐ
る
、
こ
れ
は
八
沁
大
夫
を
大
人
と
秤
し
た

　

も
の
で
あ
る
が
、
以
っ
て
参
考
と
す
べ
き
で
お
る
。

匈

　

「
北
史
」
二
四
似
逞

④

　

「
魏
吉
」
三
三
張
蒲
仲
に
よ
れ
ば
、
彼
は
茎
容
回
に
仕
へ
、
中

　

山
陥
落
後
に
貌
に
μ
順
し
て
東
部
大
夫
と
な
り
・
、
次
い
で
大
中
大

　

夫
と
な
っ
た
と
あ
る
。
但
し
こ
の
東
部
大
夫
は
異
本
に
東
部
大
人

　

と
な
っ
て
居
り
、
「
。
北
史
」
二
七
張
蒲
仏
に
は
交
く
ｍ
哉
さ
れ
て

　

な
い
。
東
部
大
人
と
あ
る
は
、
天
興
以
後
蒋
人
人
制
を
。
廬
止
し
た

　

と
い
ふ
前
逞
の
結
論
か
ら
す
れ
ば
否
定
さ
る
べ
き
。
も
の
で
あ
る
。

　

彼
は
そ
の
後
も
大
宗
和
に
仕
べ
て
ゐ
る
が
、
以
上
の
火
・
Ｗ
は
大
組

　

朝
の
前
期
の
こ
と
ゝ
考
へ
ら
れ
る
。
次
に
「
魏
Ｉ
二
言
一
・
「
北

　

史
」
二
七
川
佩
仏
に
よ
れ
鋳
、
屈
抜
は
や
け
り
慕
容
氏
に
’
仕
へ
、

　

太
組
の
時
に
貌
に
励
駅
し
た
川
尨
の
床
で
、
世
祀
の
初
に
十
四
歳

　

で
南
部
大
夫
に
就
任
し
た
・
最
後
に
正
員
の
父
憲
は
「
魏
害
」
Ξ

　

Ξ
に
よ
れ
ば
、
同
じ
く
菖
・
容
氏
に
仕
へ
、
大
祀
朝
の
心
始
。
申
に
魏

　

に
略
順
し
た
人
で
、
世
祀
朝
に
活
躍
し
て
ゐ
る
。
王
姚
が
南
部
大

　

夫
に
就
任
し
た
め
は
若
年
時
代
で
世
祀
和
と
推
定
さ
れ
る
。
従
っ

　

て
川
抜
・
王
混
？

　

さ
れ
た
八
部
大
夫
の
残
滓
と
見
る
べ
き
も
の
ゝ
縁
で
あ
る
が
、
’
そ

　

の
就
任
者
の
性
格
倅
に
は
相
通
ず
る
鮎
を
有
っ
て
ゐ
る
も
の
と
推

　

定
さ
れ
<
０
。

④
、
官
氏
志
に
よ
れ
ば
北
魏
の
営
書
制
度
は
、
少
く
と
も
天
興
。
・
万
年

　

（
三
九
八
）
魏
と
㈹
弛
を
改
め
て
か
ら
、
。
吏
部
郎
部
淵
が
官
制
を
典

　

ど
っ
だ
頃
に
あ
っ
た
ら
し
く
、
同
二
年
既
辿
の
如
く
営
書
三
十
六

　

町
及
諧
外
倍
を
９
　
つ
て
凡
そ
二
百
六
十
酉
と
な
し
、
同
四
半
十
三

　

月
付
書
三
十
六
曹
に
復
し
、
曹
に
代
人
令
史
一
人
以
下
の
官
設
を

　

お
い
た
が
、
天
賜
元

　

至
っ
た
り
で
あ
る
。

う四

　

祁
瑞
元
年
以
後
の
大
人
官
－
八
大
人
守

　

上
述
の
如
く
八
部
大
大
は
事
穴
Ｉ
子
と
し
て
伺
書
八
応
に
比

す
べ
き
職
字
を
有
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
太
川
の
末
天
賜
こ
年

に
術
書
三
十
六
曹
が
罷
め
ら
れ
、
そ
の
径
も
太
宗
個
を
通
じ
て

そ
の
復
活
の
記
事
な
く
、
官
氏
～
心
に
よ
れ
ば
漸
く
世
川
白
０
　
順

二
年
（
堅
一
八
）
三
川
に
至
っ
て
左
右
僕
射
及
び
折
呻
術
丹
が
お

か
れ
た
の
、
で
、
少
く
と
も
諧
作
‥
伺
書
に
開
係
し
て
ゐ
た
八
部
人

夫
は
、
こ
辿
川
ｏ
貿
際
活
動
を
殆
ん
ど
停
止
し
て
ゐ
た
も
の
と

考
へ
ら
れ
る
。
こ
ｏ
こ
と
は
僅
か
な
例
乍
ら
前
に
八
部
大
夫
と

推
察
し
た
も
の
が
、
太
祖
朝
と
世
祖
朝
に
の
み
限
ら
れ
て
ゐ
た

こ
と
に
よ
っ
て
も
確
め
ら
れ
る
。
な
ぽ
い
ま
詳
論
を
憚
る
が
、

太
祖
州
に
尚
エ
‥
令
と
な
っ
た
も
り
に
衛
王
帳
（
装
任
）
と
ノ
介

戚
の
奥
付
が
ゆ
り
。
僕
射
と
し
て
は
左
僕
射
常
山
王
迦
が
あ
る

一 一 一卵



4Z

が
、
太
宗
朝
に
は
列
傅
を
捉
出
し
て
も
全
く
令
・
僕
射
と
な
っ

た
も
ｓ
が
な
か
っ
た
。
ヒ
ｔ
。
こ
泡
は
北
魏
降
恐
に
多
少
と
も
宰

相
０
性
格
を
も
っ
も
の
と
見
ら
れ
る
中
書
監
・
令
や
侍
中
に
於

い
て
も
同
様
で
、
太
祖
・
世
岨
朝
に
柿
任
さ
れ
た
も
の
が
あ
る

に
拘
ら
す
ノ

る
。
こ
こ
に
資
料
上
映
陥
が
い
く
ら
か
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
兎

も
角
こ
の
事
資
は
北
魏
政
治
史
上
見
逃
す
べ
か
ら
ざ
ろ
處
で
あ

る
。

　

こ
れ
明
ら
か
に
太
岨
が
天
興
以
来
、
特
に
熱
中
・
し
た
支
那
文

化
主
義
ビ
基
く
官
制
に
對
す
る
太
宗
時
代
の
反
動
の
現
は
れ
で

あ
る
。
太
宗
紀
に
、
天
賜
六
年
（
四
〇
九
）
‘
十
月
太
宗
即
位
１
　

て
、
・
永
興
元
年
と
改
元
す
る
や
、
早
く

　
　
　

「
公
卿
大
ほ
、
先
罷
席
第
、
不
具
朝
政
者
、
悉
復
登
用
之
」

と
。
い
ふ
が
、
こ
れ
等
り
中
に
は
前
代
の
愚
進
開
化
主
義
の
。
犠
牲

と
な
っ
て
不
浦
０
北
族
が
多
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
こ
こ
に
自

ら
盛
ん
と
た
っ
た
も
の
は
復
古
精
９
　
で
あ
り
、
北
族
中
心
主
義

で
あ
っ
た
・
即
ち
官
氏
遊
に
祀
瑞
元
年
（
四
一
四
）
春
の
こ
と
と

し
七

　
　
　

「
置
八
大
人
官
。
大
人
下
置
三
浦
官
、
總
理
萬
機
、
故
世

　
　

胱
八
公
云
」

と
あ
る
は
。
伺
代
洲
時
代
の
大
人
た
る
官
名
を
復
活
し
た
鮎
に

於
い
て
、
よ
く
斯
る
気
返
の
顎
展
を
示
す
も
０
で
あ
る
。
但
し

こ
れ
は
後
に
も
言
及
す
る
で
あ
ら
う
が
、
名
は
大
人
と
い
＜
も

萬
機
總
理
を
職
と
す
る
黙
に
於
い
て
は
、
八
部
大
夫
の
職
右

す
る
も
０
か
お
り
、
「
歴
代
職
官
表
」
二
が
こ
の
八
公
を
詩
例
・

０
内
閣
に
比
鮫
し
て
ゐ
’
る
り
は
。
蓋
し
常
を
得
た
も
の
で
あ
ら

　

『
斯
く
４
　
瑞
元
年
大
人
制
復
活
０
前
に
、
太
宗
は
永
興
元
年
岬
’

位
と
同
時
に
龍
し
く
北
族
り
名
門
人
材
を
抜
擢
し
た
が
、
太
宗

紀
に
よ
れ
ば
同
年
問
も
た
く
詔
し
て

　
　

「
南
９
　
公
長
孫
…
今
北
新
侯
安
同
、
對
理
民
訟
、
簡
賢
任
能
」
。

と
い
か
ノ
更
に
同
三
年
十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　

う
詔
南
・
子
公
長
孫
嵩
・
任
城
公
拙
抜
・
白
馬
侯
崔
玄
伯
等
・
、
。

　

、
坐
朝
堂
、
録
決
囚
徒
ご
摺
在
平
鴬
」

と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
時
に
長
孫
嵩
・
安
同
・
裁
技
―
聊
よ

伯
等
が
、
特
に
新
し
き
官
職
に
任
命
せ
ら
れ
て
そ
の
任
に
常
っ

た
記
録
は
『
た
い
。
ま
た
常
時
彼
等
が
何
れ
も
八
部
大
夫
で
あ
っ

た
と
゛
ふ
記
録
は
見
出
せ
た
』
榴
玄
伯
も
太
祖
末
年
に
伺
書

の
職
が
罷
め
ら
れ
た
ｏ
で
、
白
馬
侯
な
る
爵
位
を
賜
わ
ｙ
し
岡
兵

将
軍
を
加
へ
ら
れ
、
太
余
即
位
ｏ
頃
は
門
下
に
ゐ
た
こ
と
が
七

/11-
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の
特
に
見
え
る
だ
け
で
あ
ご
。
｀
よ
っ
て
常
時
彼
等
が
八
部
大
夫

と
し
て
、
こ
の
任
に
常
っ
た
か
否
か
曾
町
ら
く
疑
問
と
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

　

な
ほ
こ
れ
等
０
こ
と
糾
問
し
て
「
資
治
通
鑑
」
一
一
五
の
義

煕
五
年
（
永
興
元
年
に
常
る
）
十
月
０
條
に
も

　
　
　

「
詔
長
孫
嵩
、
典
北
新
侯
安
同
・
山
陽
侯
尖
斤
・
自
馬
侯

　
　

。
樅
次
・
新
城
侯
拓
哉
屈
等
八
人
、
坐
止
車
門
右
、
共
聴
側

　
　

政
。
時
人
謂
之
八
公
」

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
掲
太
宗
紀
の
文
と
各
列
傅
と
を
參
考
し

て
述
べ
た
も
り
に
相
違
な
い
。
よ
っ
て
以
下
「
秘
書
」
の
列
似

に
よ
り
、
各
人
に
つ
い
て
簡
単
に
訓
査
す
る
に
、
長
孫
詣
悠
子

五
は
前
述
の
如
く
北
魏
創
業
の
元
剰
、
北
族
の
名
門
に
し
て
、

太
組
初
年
南
部
大
人
に
任
せ
ら
れ
た
が
、
太
宗
即
位
す
る
や
案

斤
等
八
人
と
止
車
門
の
右
に
坐
し
、
萬
機
を
聴
理
し
て
八
公
と

琥
さ
れ
た
こ
と
、
略
々
右
の
通
鑑
と
同
文
を
以
っ
て
記
さ
れ
て

ゐ
る
。
遼
東
０
胡
人
安
同
谷
三
〇
も
既
述
の
如
に
く
外
仙
大
人
と

た
っ
た
名
士
で
り
安
息
人
の
・
径
と
も
い
は
れ
た
が
、
太
宗
即
位

す
る
に
及
び
長
孫
詣
等
と
民
訟
を
理
し
た
と
い
ふ
。
－
次
に
案
斤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑦

巻
二
九
は
代
人
達
案
氏
μ
Ｊ
こ
と
官
氏
志
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、

創
業
以
来
の
功
臣
に
し
て
太
宗
即
位
徐
、
長
孫
嵩
等
と
「
倶
坐
側

堂
、
録
決
囚
徒
」
し
、
つ
い
で
左
丞
相
と
な
り
嵩
等
八
人
と

「
坐
止
車
門
右
、
聴
理
萬
機
」
せ
る
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
あ
る
。

國
の
疎
放
と
い
ふ
拓
哉
屈
を
一
四
は
矢
張
り
太
宗
の
初
に
嵩
等

と
獄
訟
を
決
し
、
次
い
で
右
承
相
と
な
り
、
左
丞
相
笑
斤
と
共

に
軍
国
の
こ
と
を
掌
り
、
甚
だ
⑩
岑
が
あ
っ
た
と
い
ふ
。
最
径

に
崔
宏
は
即
ち
漢
族
ｏ
名
門
洽
河
の
崔
玄
伯
巻
二
四
で
、
既
に

八
部
大
夫
の
條
に
言
及
し
た
が
、
太
宗
即
位
の
後
に
詣
等
と

「
坐
刺
堂
、
決
刑
獄
」
す
べ
き
詔
を
受
け
、
次
い
で
祁
瑞
ｏ
伺

に
・
「
坐
止
車
門
右
、
総
理
萬
機
事
」
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。

｀
以
上
特
に
父
斤
及
び
崔
玄
伯
の
傅
に
明
ら
か
た
如
く
、
「
坐

軸
堂
、
録
決
囚
徒
」
な
る
記
事
と
、
「
坐
止
車
門
右
、
總
理
萬

機
事
」
た
る
記
事
は
、
年
月
に
於
い
て
前
後
を
た
す
二
つ
の
事

件
で
、
前
者
は
太
宗
紀
に
見
え
る
永
興
元
年
の
こ
と
で
、
柊
者

は
官
氏
志
に
見
え
る
榊
瑞
元
年
の
こ
と
に
常
り
、
先
に
司
法
裁

判
の
任
に
常
れ
ろ
彼
等
は
、
多
く
そ
鯛
支
ま
五
乍
後
の
紳
瑞
元

年
に
八
万
人
官
に
任
命
ぞ
ら
れ
た
ら
し
く
、
こ
こ
に
更
に
萬
節

總
理
ヒ
い
ふ
大
任
を
正
式
の
官
制
に
よ
っ
て
附
皿
ハ
さ
れ
た
も
Ｏ

と
察
知
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ほ
以
上
八
大
人
官
と
確
詔
さ

れ
た
る
も
の
五
名
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
０
中
で
も
漢
人
は
僅
か
‘

に
崔
玄
伯
一
名
に
止
喪
る
と
い
ふ
求
賓
は
、
太
宗
初
年
に
太
祖

4?-
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時
尽
力
漢
族
を
中
心
と
す
る
進
歩
漢
化
主
義
心
對
す
る
反
動
-
ｕ

し
「
貧
胡
族
部
人
の
復
古
的
勢
力
が
活
設
ど
な
っ
た
こ
と
を

如
賓
に
示
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
太
岨
’
の
天
興
元
年
に
新
し
き
統

治
組
織
の
企
剽
指
導
に
常
っ
た
崔
玄
伯
一
派
の
八
部
大
夫
等
に
し
Ｉ

と
っ
て
は
、
一
大
恐
慌
と
な
っ
た
に
相
違
た
い
。
併
し
こ
０
八

大
人
官
設
置
に
は
、
必
雫
１
　
も
政
治
理
諭
に
大
柿
換
が
あ
っ
た
’

わ
け
で
は
た
く
、
寧
ろ
苗
北
族
部
人
の
政
治
的
地
位
の
不
振
か

ら
出
た
反
動
と
見
る
べ
く
、
一
度
登
展
し
た
北
魏
の
中
原
的
國

家
の
行
政
に
は
ご

さ
る
べ
き
筈
も
た
く
、
時
代
は
如
何
に
し
て
も
豊
富
な
沌
族
文

臣
の
政
治
的
知
識
を
要
求
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
よ
れ
ば
漢
族

文
官
中
心
の
八
部
大
夫
制
は
否
定
さ
れ
て
ぐ
、
そ
の
り
心
大
物

た
り
し
崔
玄
伯
の
八
大
人
官
た
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
か
っ
た

の
で
あ
ら
う
。

　

次
に
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
は
、
ヽ
八
大
人
官
の
前
身
た
る
永
興

元
年
特
設
せ
ら
れ
た
る
最
高
司
法
裁
判
官
０
性
格
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
傅
設
的
記
録
に
し
ろ
、
宣
帝
時
代
の
四
部
大
人
の
粒
統

が
っ
ぐ
と
思
は
払
る
苗
代
國
時
代
０
大
人
の
も
っ
職
掌
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
稿
大
人
制
復
活
の
意
義
が
明
示
せ
ら
れ
て
ゐ
る

が
、
’
こ
れ
は
常
然
４
　
瑞
元
年
そ
れ
を
節
に
化
し
た
八
大
人
官
制

　

の
中
に
も
、
重
要
な
る
職
務
と
し
て
含
め
ら
れ
た
と
帯
へ
だ
け

　

れ
ば
た
ら
た
い
。
こ
ｏ
・
事
に
開
聯
し
て
内
田
吟
風
氏
は
、
北
魏

　

の
刑
官
た
る
三
都
大
官
制
に
つ
い
て
論
考
せ
ら
れ
。
だ
中
に
、
そ

　

の
設
置
を
太
祖
末
年
と
見
ら
れ
て
、

　
　
　

「
尤
も
三
都
大
仰
設
計
後
へ
四
部
大
人
制
の
農
展
形
式

　
　
　

に
し
て
且
後
０
伺
書
八
座
に
も
擬
せ
ら
れ
た
元
老
八
部
大

　
　
　

夫
或
は
八
國
０
（
萬
機
節
理
の
一
部
と
し
て
の
）
高
級
裁

　
　
　

判
所
的
職
務
０
逡
行
も
存
し
て
ゐ
た
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

　

と
述
べ
ら
れ
た
の
は
大
筒
に
於
い
て
詔
め
ら
れ
る
。
但
し
氏
が

　

前
掲
永
興
三
年
ｏ
詔
文
、
並
び
に
崔
玄
伯
の
傅
を
引
き
、
太
宗

　

初
年
永
興
中
に
彼
等
が
行
っ
た
司
法
管
掌
を
、
。
、
八
部
大
夫
と
し

　

て
行
っ
た
も
の
と
無
條
件
に
解
印
せ
石
れ
て
ゐ
る
諭
は
、
既
述

　

の
如
く
た
ば
若
干
疑
問
と
し
て
残
さ
な
け
れ
げ
た
る
ま
い
。
へ

’
に
氏
は
北
魏
に
於
い
て
は
、
筑
に
一
殷
１
　
民
が
地
方
長
官
ｏ
不

　

法
を
直
接
中
央
に
告
訴
す
る
事
を
許
さ
れ
た
例
と
し
て
、
祁
瑞

　

元
年
十
一
月
の
詔
（
に
宗
）
や
太
言
二
年
五
月
の
詔
（
匹
祀
）
を
引

　

き
、
こ
れ
を
以
っ
て
「
八
部
大
夫
の
司
法
官
と
し
て
の
任
務
も

　

相
常
繁
忙
で
あ
っ
た
と
見
て
誤
は
無
い
で
あ
ら
う
。
」

　

を
い
っ

　

て
居
ら
れ
る
の
は
、
更
に
一
考
を
要
す
る
も
り
の
様
で
あ
る
。

　

太
言
二
年
は
と
も
角
、
帥
瑞
元
年
の
春
に
は
八
大
人
官
が
嗣
ら

← - 司43
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か
に
設
け
Ｉ
ら
れ
て
川
り
、
而
し
て
氏
が
引
川
さ
れ
た
永
典
三
年
－

０
詔
文
や
崔
玄
伯
り
傅
に
見
ら
れ
ろ
司
法
竹
雌
官
は
、
火
防
そ

０
ま
ま
賢
際
こ
り
八
火
人
官
忙
任
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
り
で
あ
・
る
。

従
っ
て
斯
る
司
法
管
掌
を
重
鮎
と
す
る
八
大
人
官
が
1
　
2
か
れ
た

以
上
、
同
年
十
一
月
の
告
訴
事
件
を
取
扱
ふ
の
は
、
八
大
人
官

で
あ
っ
て
八
部
大
夫
で
は
た
く
二
半
に
洲
れ
ば
永
皿
八
年
中
の
崔

玄
伯
等
肺
司
法
竹
単
も
必
潮
し
も
八
部
大
夫
と
し
て
行
っ
た
も

の
と
は
い
は
れ
た
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
も
八
部
人
夫
と
八
大
人

穴
と
０
性
格
に
第
干
の
差
違
が
あ
っ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

帥
瑞
元
年
八
大
人
穴
が
設
置
さ
れ
た
頃
は
、
上
述
の
如
く
八

部
大
夫
制
が
あ
っ
か
と
し
て
も
、
飢
一
肩
有
名
無
官
で
あ
っ
た
と

考
へ
ら
れ
る
。
然
る
に
こ
の
八
大
人
竹
も
制
度
と
し
て
固
定
す

る
と
、
ま
た
河
川
０
妙
を
得
な
か
っ
た
ら
し
く
。
凡
そ
一
‐
年
の

後
泰
常
二
年
’
（
同
一
七
）
夏
に
天
・
地
・
東
ｙ
測
‥
・
南
・
北
ク
（

部
大
人
官
制
に
改
め
ら
れ
、
諧
公
を
以
っ
て
大
人
と
し
／
ｔ
ｏ

下
に
三
聡
官
を
お
い
た
こ
と
が
官
氏
志
に
見
え
ろ
。
八
人
人
穴

０
一
々
の
呼
柵
は
今
日
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ
れ
を
改
組
し
て

六
部
大
人
官
制
と
し
た
ら
し
い
０
で
、
或
は
副
者
類
似
の
呼
将

が
用
ひ
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
た
い
。
た
ほ
八
部
大
夫
の
一
々
の

呼
樅
が
、
前
述
Ｄ
迦
鑑
り
胡
註
０
如
二
米
四
南
北
前
後
左
右
と

よ
ば
れ
た
と
す
る
時
、
こ
れ
等
三
者
に
紛
ら
は
し
き
現
今
が
生

す
る
。
併
し
列
帖
に
よ
る
に
力
宗
州
の
六
大
人
官
と
な
っ
た
も

の
の
例
は
少
く
、
管
見
の
及
ぶ
所
人
部
大
人
の
み
で
、
モ
ハ
・
も

目
下
放
玄
仙
・
犯
斤
・
穆
川
善
い
三
名
以
外
に
見
常
ら
た
い
。

崔
玄
伯
・
笑
斤
は
共
に
前
述
の
八
入
人
Ｉ
か
ら
天
部
大
人
と
な

　

つ
た
人
で
あ
る
。
穆
叫
善
は
そ
の
桔
を
二
七
に
よ
れ
ば
代
人
・
り

　

穆
Ｇ
の
一
族

勺

穆
氏
は
官
氏
志
に
伺
奸
丘
穆
陵
氏
と
さ
れ
Ｉ
し

　

居
り
、
代
囚
以
米
第
一
流
の
名
族
で
あ
る
が
。
穆
０
　
善
宍
入
部

　

大
人
就
任
は
恐
ら
く
太
宗
時
代
と
批
定
せ
ら
れ
る
。
斯
く
六
大

　

人
官
に
は
椚
心
…
北
旅
も
多
・
か
っ
た
ら
し
く
ノ
モ
れ
が
八
大
人
竹

　

制
を
改
組
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
賂
々
明
ら
か
で
あ
る
。
９
　

　

し
こ
れ
以
後
北
魏
史
か
ら
大
人
穴
制
が
消
浸
し
て
行
っ
穴
。
０

　

で
、
こ
れ
ゆ
決
し
て
大
人
回
制
ｏ
拡
人
強
化
を
目
指
し
て
の
改

　

革
で
は
な
く
、
い
は
ば
そ
の
残
躯
と
し
て
謔
む
べ
き
も
の
り
如

‐

　

く
で
あ
Ｉ
る
。

　
　

八
部
大
夫
が
八
田
制
と
開
聯
し
て
か
か
れ
た
こ
と
は
い
Ｉ
迫

　

も
な
い
が

　

八
大
人
穴
も
明
ら
か
た
記
蔵
は
た
く
と
も
丁
八
國

　

制
と
多
少
開
係
の
あ
っ
た
こ
と
は
推
定
せ
ら
れ
る
。
然
る
に
そ

　

れ
が
六
部
大
人
Ｉ
制
に
雙
っ
か
場
合
、
八
国
制
は
一
樅
ど
う
な

-皿㎜肘● 〃
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う
た
か
を
見
る
と
太
宗
紀
の
泰
常
六
年
０
條
に
、
一
般
民
戸
、
Ｏ

訓
を
定
め
た
文
を
’
０
せ
た
後
、

　
　

コ
（
部
民
羊
浦
百
口
、
輪
戎
馬
一
匹
）

と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
泰
常
二
年
以
・
床
八
國
制
も
六
部
制
に
改
め

ら
れ
た
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
開
聯
し
て
「
資
流
通
鑑
」

　

一
一
九
宋
紀
景
乎
元
年
、
即
ち
魏
０
泰
常
八
年
世
阻
即
位
の
年

十
二
月
の
條
に
、
次
の
如
き
記
事
が
見
え
Ｉ
る
。

　
　

「
自
司
徒
長
孫
嵩
以
下
、
著
増
９
　
位
。
以
襄
城
公
廬
魯
元
、

　
　

ｎ
中
１
　
監
。
會
稽
公
劉
彙
、
鴛
向
書
令
、
司
衛
監
尉
脊
・

　
　

散
騎
常
侍
郎
劉
庫
仁
等
八
人
、
分
典
四
部
」

こ
の
記
事
の
鱈
牛
は
恐
ら
べ
「
魏
１
　
」
二
六
尉
脊
及
び
「
北
史
」

】
一
〇
尉
古
其
の
傅
に

　
　
　
　

’
｀

　
　

「
世
組
（
太
武
）
即
位
、
命
脊
典
散
騎
常
侍
劉
庫
仁
等
八

　
　

人
、
分
典
四
侶
い
Ｉ
総
奏
機
要
」

と
あ
る
に
よ
っ
た
も
０
と
思
は
れ
、
世
川
即
位
の
頃
に
は
先
Ｏ

六
部
が
更
に
四
部
忙
回
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
尉

谷
は
代
人
ぐ
本
姓
尉
巡
氏
で
あ
る
が
、
劉
庫
仁
に
つ
い
て
は
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑤

見
の
及
ぷ
處
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
廠
竹
上
記
ｏ
劉
黎
と
同

　

丁
人
と
思
は
れ
る
劉
潔
の
傅
竺
一
八
に
も
。
彼
が
太
宗
ｏ
来
年

・
頃
に
「
典
東
部
事
」
と
あ
り
、
ま
な
喘
芯
信
全
一
八
に
彼
が

西
娠
を
典
し
ヽ
劉
潔
等
と
共
に
「
分
轄
機
要
イ

い
ひ
、
更
に
世
祖
朝
に
侍
中
等
を
歴
任
し
て
「
典
南
部
奏
事
」

と
あ
り
、
更
に
偽
宗
慶
竺
一
四
は
世
岨
り
初
頃
に
南
部
を
典
ど

り
、
積
年
敷
奏
す
る
所
多
く
、
州
鋲
こ
れ
を
憚
り
、
栃
職
と
し

た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
の
で
、
矢
張
り
司
法
官
的
性
格
が
相
宿
濃

厚
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
ご
の
中
、
尉
谷
と

厚
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
の
中
、
尉
谷
と
古
弼
は
北
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

で
あ
る
が
、
劉
潔
-
Ｉ
Ｓ
宗
慶
は
漢
人
を
柄
し
て
ゐ
る
。
こ
の
外

太
祖
朝
に
も
こ
れ
に
類
し
た
例
は
、
若
干
見
受
け
ら
れ
る
け
れ

　

⑦

　

’

　
　

；

ど
も
、
右
０
如
く
某
部
を
典
ど
る
と
あ
る
例
は
、
太
宗
来
乍
か

ら
世
但
州
に
互
る
時
代
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
。
然
し
こ
れ
等

の
例
で
陳
何
れ
も
某
部
大
人
０
搦
朧
は
川
ひ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。

　

以
上
に
よ
っ
て
思
ふ
に
、
斂
上
０
人
々
の
中
に
は
八
部
大
人

官
ま
た
は
六
部
大
人
官
も
混
入
し
て
ゐ
た
か
循
知
れ
な
い
が
、

恐
ら
く
世
祖
即
位
０
初
め
に
。
六
部
が
四
部
に
改
め
ら
れ
る
と
共

に
、
六
部
吠
人
官
た
る
も
の
・
も
直
や
ら
れ
ハ
爾
後
四
部
分
典
り

制
を
定
め
。
、
大
人
官
な
る
官
琥
を
止
め
、
寧
ろ
太
川
朝
の
八
部

大
夫
の
制
を
１
　
考
と
し
バ
相
富
漢
族
の
敷
を
増
し
、
八
名
の
官

僚
を
以
・
つ
て
こ
れ
を
瀧
禎
す
る
方
法
が
と
ち
れ
た
の
で
あ
ら

う
。
而
し
て
こ
れ
よ
り
几
そ
六
年
後
０
紳
邨
元
年
に
、
既
述
の

如
く
向
１
　
制
度
が
本
格
的
に
復
活
さ
れ
た
の
で
、
直
止
状
態
に

6 ゝ - ･ J勧. W 為 －
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あ
っ
た
八
部
大
夫
制
も
若
干
活
気
を
呈
し
た
ら
し
く
、
前
に
言

　

及
し
た
南
部
大
夫
屈
抜
・
王
政
な
ど
が
こ
の
頃
に
一
時
あ
ら
は

　

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
併
し
時
は
既
に
北
魏
Ｏ

　

北
支
那
統
一
〇
完
成
期
に
常
つ
て
居
り
、
支
那
式
官
制
一
本
立

　

て
と
１
　
　
て
著
々
中
原
帝
閥
の
偉
容
を
整
へ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
、

　

斯
る
鶴
制
は
殆
ん
ど
顧
る
處
と
た
ら
す
、
八
同
制
０
浸
躯
と
し

／
て
の
四
部
制
も
■
ｉ
Ｖ
Ｏ
後
ど
う
な
つ
た
か
、
崔
玄
伯
０
子
崔
浩
一

　

派
の
急
進
的
沃
化
政
策
の
蔭
に
か
ぐ
れ
て
、
記
録
に
す
ら
著
は

　

れ
て
ゐ
た
い
。

　
　

①

　

「
北
史
」
一
參
照
。
’
彼
等
の
中
彷
校
の
本
傅
が
見
富
ら
な
い
が
、

　
　
　
　

官
氏
志
に
屹
契
を
彷
氏
と
し
た
と
あ
る
。
「
魏
書
」
三
四
の
巻
末

　
　
　
　

に
劣
校
な
る
も
の
Ａ
略
傅
が
あ
り
、
世
々
柁
哭
部
帥
で
あ
っ
た
と

　
　
　
　

い
ふ
か
ら
、
哭
校
は
登
校
に
相
違
な
い
。
彼
の
母
は
什
翼
鍵
の

　
　
　
　

女
、
彼
は
爾
書
令
と
な
り
、
太
組
の
崩
じ
た
時
に
功
あ
っ
て
大
司

　
　
　
　

馮
・
大
将
軍
を
授
け
ら
れ
た
と
い
ふ
が
、
八
部
大
夫
に
闘
す
る
こ

　
　
　
　

と
は
見
富
ら
な
い
。

　
　

②

　

「
北
史
」
二
〇
葵
斤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　

④

　

内
田
吟
凪
氏
・
［
俊
魏
刑
官
考
］
（
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
史
學

　
　
　
　

論
文
集
）

　
　

④

　

「
北
史
」
二
〇
穆
崇

　
　

ｅ

　

本
文
掲
載
の
通
艦
の
胡
註
に
は
、
什
翼
蛙
時
代
の
劉
庫
仁
と
は

　
　
　
　

別
人
で
あ
る
と
い
っ
て
ゐ
る
。
蓋
し
富
然
で
あ
ら
う
が
、
今
そ
の

　

詳
傅
を
得
な
い
。

④

　

［
北
史
］
二
五
叫
潔
・
古
弼
。
郎
宗
慶
の
傅
は
［
北
史
］
に
な

　

い
。

⑦

　

人
祖
紀
に
登
叫
六
吊
十
月
、
東
西
両
部
主
匹
院
政
等
を
斬
っ
た

　

こ
と
が
見
え
４
（
。
端
々
似
参
照
）
、
な
ほ
巻
三
二
高
湖
傅
に
、
彼
心

　

大
川
時
代
に
「
紀
代
東
誹
部
」
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
、
高
潮
は
泌
、

　

燕
八
容
氏
か
ら
魏
に
岫
川
し
た
も
の
宍
１
　
海
』
秘
の
人
ヽ
河
北
の
皆

　

族
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
、
大
祀
が
河
北
平
定
後
一
時
こ
り
地
方

　

の
總
代
と
さ
れ
な
の
で
あ
ら
う
が
、
東
部
大
人
と
で
も
呼
び
得
る

　

も
の
ゝ
収
で
あ
る
。
こ
の
外
、
谷
三
〇
呂
洛
抜
傅
に
よ
れ
ば
、
そ

　

の
父
。
匹
一
知
は
世
班
の
時
に
西
都
長
で
か
っ
た
と
い
ふ
が
、
こ
れ
等

　

も
大
人
・
叉
は
大
夫
、
或
は
某
部
を
典
す
と
い
ふ
も
の
と
如
何
な
る

　

毘
で
相
迩
し
て
ゐ
た
か
今
日
明
ら
か
で
な
い
。

う五

　

結

　

語

ぐ

　

以
上
一
通
り
北
麹
０
大
人
制
に
つ
い
て
斂
べ
た
が
、
金
石
文

な
ど
を
授
し
て
も
殆
ん
ど
闘
係
資
料
が
な
く
ブ
王
に
「
鉛
書
」

に
の
み
蛙
ら
ざ
る
を
得
亙
か
っ
北
の
で
、
八
國
制
そ
０
他
の
開

係
す
る
問
題
。
に
つ
い
て
も
未
解
決
の
部
分
が
多
く
、
且
’
つ
厘
々

推
測
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
０
は
遺
憾
で
あ
る
。
ヽ
併
し

通
じ
て
北
魏
の
大
人
制
に
は
、
傅
説
的
存
在
と
見
ら
れ
る
宜
帝

時
代
の
四
部
大
人
０
最
高
司
法
官
的
性
格
に
、
却
っ
て
よ
く
代

-届-
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表
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。
な
ほ
代
國
時
代
の
大
人

に
は
、
什
翼
物
時
代
の
二
伯
的
直
臣
の
面
目
が
濃
厚
で
あ
っ
た

が
、
。
そ
れ
は
北
魏
時
代
。
に
入
っ
て
内
田
氏
の
所
謂
國
務
大
臣
Ｏ

如
き
傾
向
に
愛
っ
た
。
而
し
て
太
祖
ぼ
初
め
ぞ
の
部
族
解
散
政

策
を
行
ふ
に
営
り
ご
一
時
外
朝
大
人
な
る
も
０
を
お
い
。
た
と
考

へ
ら
れ
、
。
そ
れ
は
略
々
仏
部
梅
大
人
が
天
興
元
年
頃
ま
で
に
庭

せ
ら
れ
る
と
共
に
解
消
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
太

岨
の
新
政
治
を
企
劃
し
た
崔
玄
伯
一
汲
が
中
心
と
な
り
ご
揃
部

民
保
護
０
上
か
ら
八
國
制
を
樹
て
、
そ
こ
に
大
人
と
類
似
０
名

柵
・
の
八
部
大
夫
制
を
布
吉
、
稿
部
民
を
新
政
の
中
に
指
導
し
た

ら
し
い
。
併
し
太
宗
朝
に
入
っ
て
そ
れ
は
、
⊃
部
北
族
の
勢
力

よ
り
反
對
を
受
け
丿
俣
古
主
義
か
ら
八
大
人
官
制
が
設
け
ら
れ

た
が
、
こ
れ
も
北
魏
０
運
命
的
漢
化
の
大
勢
０
前
に
は
、
僅
か

に
一
時
北
族
系
官
僚
の
進
出
を
示
し
た
に
止
ま
り
、
。
一
般
催
部

民
保
護
政
策
に
對
す
る
熱
情
は
、
頓
に
中
央
０
鮮
卑
族
官
僚
Ｏ

間
か
ら
さ
め
て
行
き
、
八
國
が
六
部
と
な
り
、
更
に
四
部
と
な

り
、
そ
れ
す
ら
っ
い
に
朧
ろ
の
も
０
に
た
っ
て
仕
舞
っ
た
の
で

あ
る
　
０

京
大
東
洋
史
學
科
講
義
題
目

　

本
年
囚
月
よ
り
朗
年
三
月
．
ま
で
の
文
學
部
東
洋
史
學
科
詣
義

題
日
は
次
の
通
り
．

跨同

義

　
　

東
洋
史
概
況

　
　
　

川

第
一
部

第
二
部

研

　

究

　
　

唐

　

代

　

の

　

庶

　

民

　
　
　
　
　

末
代
の
地
方
政
治

　
　
　
　
　

北
方
民
族
史
の
研
究

　

７

　
　

漢
代
祀
介
の
研
究

　
　
　
　
　

新
灸
料
を
通
じ
て
見
た
る

　
　
　
　
　

股
周
時
代
の
文
化

西

域

史

演

　

習

　

、
房
代
民
間
文
書
の
研
究

　
　
　
　
　

貼
代
食
貨
志
講
祠
（
明
史
）

。
’

　
　
　
　

廿
二
史
割
記
壽
訓
（
明
刄
）

那

　

波

田

　

村

那

　

波

宮
。
崎

田

　

村

宇
都
宮

貝
‐
塚

軟

授

就

授

政

　

授

政
。
没

我

　

没

助
孜
授

壽

　

師

　
　

｀
χ

羽

　

田

　

壽

　

師

那

波

孜

殴

宮

崎

敦

授

田

村

款

授
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